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厚生労働省では、平成２３年度から、労働保険の年度更新業務の一部を民間事業

者に外部委託することといたしましたので、ご理解をいただきますよう、お願いいたし

ます。

申告書等の発送

年度更新申告書及び関係書類を送付する

業務を民間事業者に委託します。

申告書等の審査等
労働保険料等の審査業務と申告書未提出

事業に対する通知書の作成・発送業務を

民間事業者に委託します。

★同封する関係書類の枚数減少★
→不足分は厚生労働省ホームページからダウン

ロードするなどしてご使用ください。

★民間事業者からの電話連絡★
→申告書等の記載内容を確認するため民間事業

者から電話連絡する場合があります。

変更点
前年度からの

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署 公共職業安定所

変更点
前年度からの

受付時間 月曜日～金曜日：９時～１７時まで （土日を除く。）

※ ＩＰ電話・携帯電話・自動車電話・ＰＨＳからもご利用になれます。（無料）

※ ただし、ＩＰ電話については、契約内容によって利用できない場合もありますのでご了承ください。

※ 電話がつながりにくい場合は、最寄りの労働局・労働基準監督署にお問合せください。

※ 開設期間は、平成２３年５月２３日（月）～７月１５日（金）までとなっています。
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